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新ロゴマーク

この新しいロゴマークは、中心を命のイメージとして、他部門・多職種と連携し命
を支える集中治療のネットワークを、また、臓器が有機的に繋がる生命を表現し
ています。

2021年4月1日



2020年3月5日：新体制発足

COVID-19の嵐が一気に押し寄せ、第47回学術集会が集会型での開催見送りと
なり、社会も学会も混乱している中での理事長就任、新体制発足となった。



日本集中治療医学会HPより
日本集中治療医学会HPより



COVID-19対策



• 厚生労働省委託事業として、重症患者の相談、専門家の派遣、搬送調整事業を受託

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する理事長声明

• 診療報酬の特例措置要望と承認（各種団体・行政と連携）

• 日本医師会COVID-19有識者会議（政府に政策を提言）
• COVID-19 集中治療体制にかかわるタスクフォース中間報告書
• 新型コロナウイルス感染拡大時における我が国の集中治療の現状と課題

～横断的ICU情報探索システム(CRISIS)の有用性と展望～

• 「日本集中治療医学会と集中治療医の存在意義」を行政・社会に伝える活動

• 学会HP、メールマガジンでの様々な情報発信

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）集中治療相談窓口開設

• ECMO・人工呼吸器等の取扱台数推計値発表（日本呼吸療法医学会、日本臨床工学技士会と合同）

• 各種マニュアル作成（政府との連携・各種団体との連携・多職種活動）
• COVID-19重症患者に対する人工呼吸管理に関する注意点（日本COVID-19対策ECMOnet）
• 人工呼吸教育ビデオ 三学会合同日本COVID-19対策ECMOnet（日本COVID-19対策ECMOnet）
• 厚生労働省診療の手引き・第2版～
• ICUにおけるCOVID-19患者に対するリハビリテーション医療Q&A
• COVID-19 重症患者看護実践ガイド（日本クリティカルケア看護学会と合同）
• ICUにおけるCOVID-19患者に対する看護Q&A（日本クリティカルケア看護学会と合同）
• ICU/HCU における COVID-19 患者受け入れ体制準備チェックリスト：看護師版
• 日本医学会連合COVID-19 expert opinion 第 2 版
• ANZICS COVID-19ガイドラインの原文,日本語訳

• COVID-19薬物療法に関するRapid/Living recommendations 現在改定第3.2版

COVID-19の本学会の取り組み



行政や関連団体への積極的な働きかけ

日本救急医学会、日本看護協会、日
本病院会に積極的に働きかけて実現

政府に診療報酬の特例措置
を要望し認められた

新型コロナウイルス感染症対策担当大臣、
厚生労働省大臣、東京都知事、国会議員、
厚労省役人と頻回に連絡を取り、集中治療
体制の維持と拡充を訴え続けた。
また、マスコミに情報を提供することで国
民の理解を得るように努めた。



日本医師会 COVID-19有識者会議

その後の政策は、我々が提出した中間報告
書の提案と同様の内容のものが多い！



日本集中治療医学会の活動

COVID-19：最新の情報提供と相談窓口

⚫ 重症患者登録システムCRISISを利用し、COVID-19重症患者の集中
治療の状況を日々提供

⚫ 診療相談窓口を設置、集中治療専門医等による迅速な回答

⚫ 治療に関する様々な情報を迅速に発信



COVID-19に関する様々な情報発信



COVID-19薬物療法に関するRapid/Living recommendations

2020年9月9日公開、9月19日記者会見

精密なガイドライン作成手法（GRADE)によって作成された、超短期更新型
の世界でもほとんど類の無いハイレベルのガイドラインとして注目

日本集中治療医学会・
日本救急医学会合同で
作成

両学会HPで無料公開中

厚生労働省承認済

現在改訂3.2版



日本におけるCOVID-19ECMO治療の成績

＊ECMO治療中の症例（赤）を除いて救命率を算出

日本集中治療医学会は、厚生労働省の委託事業として、
重症患者の相談・専門家派遣・搬送調整事業を展開

日本ECMOnet（日本集中治療医学会など）集計

ECMO救命率＊＝65％

現在までの累計約750例
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関東の病院所有の
ECMOカー

北陸の病院：患者発生

藤田医科大学：患者受け入れ

ECMOカーによる超広域搬送の連係プレー

集中治療科医２名派遣

集中治療科医2名、技師１名派遣

ECMOカー

40代女性、体重１００㎏以上
北陸の病院では、ECMO施行困難と
判断し、日本集中治療医学会が厚労
省委託事業として行っているECMO
ネットの搬送調整事業に応援を要請

通常の搬送手段では、搬送中の
死亡もありうると判断し、医師
と技士を派遣し、現地でECMO
導入し、藤田医科大学集中治療
部へ搬送。
1か月後、徒歩可能な状態まで回
復し、北陸へ帰還した。

大阪、京都、北陸、岐阜で受け
入れ先見つからず、藤田医科大
学病院ICUが受け入れを表明

2021年2月某日13時：現地発、１５時２０分藤田医科大学病院に到着

地方行政単位の運用では困難



集中治療を要する重要患者の広域搬送
（Mobile ICU）ガイドライン作成委員会

委員長：山口大介先生（防衛省航空自衛隊１等空佐）

• 集中治療管理を要する患者を、集中治療専門医・チーム
が適切な集中治療を継続し、できれば病態を改善しなが
ら搬送するための指針を策定する

• 搬送手段は、陸路、回転翼、固定翼の選択、捕縛の仕方、
各方面への調整業務も含めた内容

• DMATなどの枠組みとは異なり、災害時にはむしろ搬送
対象とならない病態も対象

集中治療医も院外へ出て活躍する時代



COVID-19対策以外の活動



1. 透明性が高く開かれた学会の構築

2. 専門医制度・教育制度・専門医研修施設認定要件の見直し

3. 委員会のあり方の再考

4. 多職種連携と組織のあり方の再検討

5. 会員サービスの充実とホームページの充実

6. 国際的な学術研究の推進のためのプラットフォームの構築

7. 長期予後の質改善を見据えた明日の診療のための取り組み

8. 学術集会の改革

9. 関連他学会との連携

10.国際交流とグローバル化

11.事務局機能の強化

12.財務管理と予算の適正化ならびに大型プロジェクトの取り組み

新体制設立時に掲げた課題



各種タスクフォースの結成

• タスクフォース(TF): 学会の根幹に関わり、
緊急性のある重要課題に対して、比較的短
期間に目的を達成するための一時的な組織

• 委員会

➢常設委員会： 恒常的に活動を要する

➢Ad hoc委員会：目的達成後は解散する

➢ワーキンググループ(WG)：委員会活動に紐付け
された下部組織、主に実務を請け負う。



• 事務局機能見直し・強化TF

• 専門医制度・研修認定施設及び試験のあり方TF

• 理事選出方法・評議員選出方法のあり方検討TF

• 委員会あり方検討TF

• 看護系委員会再編TF

• セミナー強靭化TF

• 会員管理システム検討TF

• 学会ロゴマーク検討TF

• 医学生向け集中治療教科書作成TF

• 「集中治療部設置のための指針」の改訂TF

• 集中治療超音波認定制度設立準備WG

• 理事会活動の見える化TF

各種タスクフォースの結成



事務局機能・経理・財務・総務の設置

１．管理職と管理部門の設置

管理職を3名新規採用し、人事・給与担当者の設定

ガバナンス体制の強化と経理、給与業務の内製化

一般職も大幅に増員

３．顧問弁護士の設置
法律的リスク管理、連携強化を図る。

４.顧問行政書士の設置
定款・細則の整備、規則間の齟齬などの総点検を行った。

５．公認会計士変更と財務管理強化
決算業務が毎月可能になるようにオンサイト型の会計士に業務を依頼。

財務委員会を新たに設置し、財務管理の強化と予算の適正化を図る。

６．総務委員会の設置

２．IT部門の設置
専門職を雇用
HP管理、会員管理システムの構築、オンラインセミナーの円滑な運営



委員会あり方改革

• 委員会のあり方の検討
• 委員会細則の見直し
• 委員・委員長の選出法の検討
• 委嘱期間の検討
• 委員会カテゴリー分類
• 委員会の再編成

委員会のカテゴリー分類
カテゴリーA 委員会

•学会の方向性を左右する重要な領域を担当する委員会
•理事会と連動して活動
•委員長、委員などの人事は、理事会で慎重に検討



カテゴリーA 委員会



ECMOプロジェクト(A)

敗血症(A)

ARDS(A)

脳死移植(A)

PICS (A)

６ 研究支援関連

７ 雑誌・編集等

２ 専門医教育・制度 ３ ICU運営関連

専門医制度・審査

サブスペシャルティ領域専門医検
討
専門医試験
教育
セミナー管理・企画委員会（企画
部門）
超音波(A)

英文機関誌編集
EBM WG

機関誌編集・用語
優秀論文選考

総務
財務
広報

HP WG

国際交流
危機管理

MCI WG

学術集会あり方
支部あり方
統括教育
セミナー管理・企画委
員会（管理部門）
新会員管理システム導
入（A）

JICRG

CTG

研究支援WG

研究倫理

ICU機能評価
JIPAD WG

QI WG

臨床倫理
社会保険対策

DPC WG

入退室WG

薬事・規格・安全対策
安全指針WG

１ 総務

CCU

小児集中治療
神経集中治療
集中治療看護
看護師活動調査WG

看護教育検討
看護教育WG

臨床工学
薬剤
集中治療PT・OT・ST

感染管理
早期リハビリ
遠隔ICU

ICU AI

GSA

RRS

8 プロジェクト関連

５ 部門・多職種連携関連

カテゴリーA

カテゴリーB

カテゴリーC

下線は多職種委員
(A): AdHoc

４ ICU業務関連

委員会の機能分類（2021/01/31 タスクフォースでの検討）



Japanese Intensive Care Research Group (JICRG)

学会主導共同研究推進会議

理事会直属の特別組織であり、他の委員会とは異なる位置づけ

学会主導の多施設共同研究、国際連携による共同研
究等の活動を企画・推進・支援を行う組織

学会専属リサーチコーディネータを配置予定



台湾集中治療医学会（TSCCM）・台湾救急集中治療医学会（TSECCM）
との提携設立

2021年5月1日 正式調印

• Joint Scientific Meetingを交互開催
• 発表者の参加費・旅費を援助
• 各学会のクレジット対象



Journal of Intensive Care

Impact Factor 2020

Impact Factor 2019

2013年秋発刊

学会も英文機関紙も、さらなるグローバル化を目指して
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一般向けページの充実

広報活動の強化・ホームページの充実



学会員の皆さまには，集中治療医学会のページにアクセスして頂き，友人になる，できれば「いいね」をお願いします。

FaceBook 2020年4月1日より開始

広報活動の強化・ホームページの充実



学会員の皆さまには，集中治療医学会のページにアクセスして頂き，「フォローする」をお願いします。

Twitter 2020年4月より開始

広報活動の強化・ホームページの充実



支部制度の統一

2017年より、それまで実質異なる学会（会員、会計、運営）であった地方会を
解散し、本会の支部会として新たにスタートしたが、混乱を避けるため運営面
では各支部の既存の運用を周到し、各支部毎に異なる制度となっていた

今後は段階的に統一すべきところは統一していく

今年度から
➢ 支部長選出方法・支部運営委員会委員、支部連絡協議会委員の資格・任命・
任期の統一

➢ 名誉会員・功労会委員の本会との統一
➢ 名誉会員は本会・7支部学術集会すべての参加費の免除

2022年度から
➢ 支部学術集会の演題応募規定（不正発表等）・発表規定（代理発表等）の本
会との統一

➢ 支部学術集会の抄録形式（構造化抄録）・査読形式の本会との統一

2025年度から
➢ 支部学術集会の運営会社を本会と統一（個人情報管理、抄録システムの統一、
会員管理）



専門医制度・研修認定施設の見直し



専門医制度・研修認定施設の見直し



超音波画像診断認定制度設立WG

集中治療領域の超音波セミナーと認定医制度創設へ

超音波の基礎
超音波の基礎（小児）
経胸壁心エコー
経胸壁心エコー(小児）
肺胸郭エコー
肺胸郭エコー（小児）
気道エコー+胃エコー
気道エコー（小児）
横隔膜エコー
頸動脈エコー
腹部・消化器エコー
DVT

脳神経エコー
脳神経（小児)

ショック
ショック（小児）
蘇生

動画を含むテキスト

2021年9月試行セミナー実施予定



日本専門医機構サブスペシャルティ領域

既に機構認定済みの24領域以外で、新たに基本領域が推
薦した21領域はすべて認定見送りとなった。

21領域のうち、本学会は、サブスペシャルティ領域検討委
員会での評価は高く、最終的に機構理事会に推薦となった
5つの領域に残ったが、残念な結果となった。

集中治療領域は、機構専門医の認定は見送られた。



日本専門医機構サブスペシャルティ領域認定要件

１）専門医像と社会的使命，２）基本領域の承認と同意
３）サブスペシャルティ領域としての認知，４）専門医数
５）専門研修施設数・指導医数，６）専門医制度の安定性
７）サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準に定めるべき内容
８）客観的基準に基づく専門医認定，９）専門医資格更新
10）地域医療への配慮

集中治療専門医は、非常に優秀な成績であったが、4.専門医数の
4ー2）を満たさず認定見送りとなった。



１）日本専門医機構認定サブスペシャルティ領域
全国の平均的な都市における中核病院に掲げてある診療科、診療部門であり、
国民が受療する際に分かり易いジェネラルなサブスペシャルティ領域であり、
国民が自らの判断で受療行動をとれる領域とする。

２）学会認定サブスペシャルティ領域
日本専門医機構認定サブスペシャルティ領域に比較して、より細分化され、
より高度な知識・技術を獲得し、国民にその知識や技術を供与することので
きる専門医であるが、国民が自らの判断で受療することは必ずしも求められ
てなくても、基本領域診療科や他のサブスペシャルティ領域の診療科の医師
からの紹介などで受療することが勧められる領域とする。

日本専門医機構が関与するサブスペシャルティ領域専門医

機構は、新しく、「学会認定サブスぺシャルティ」を設定した。
集中治療領域は、高度に細分化された縦割り診療の弊害を解消する横断的領域であ
り、ジェネラルな分野である。高度に細分化された領域である学会認定サブスぺ領
域とは全く異なる。国民が自らの判断で受療行動をとれる領域ではないが、この点
に重きを置くことの無いように、機構に働きかけていく必要がある。



令和3年6月7日発出：厚生労働省保健局医療課事務連絡

厚労省認定：特定集中治療に係る講習会の開催

2021年6月、7月に2回開催





令和4年度診療報酬改定に関する要望

1. 施設基準におけるバイオクリーンルーム要件の削除なた
びに陰・陽圧個室の配備努力義務要件の追加

2. ECMO算定引き上げと対象日数の拡大

3. 看護師配置1.5対1に対する加算の新設

4. 遠隔ICU診療支援管理料の新設

5. 院内迅速対応システム（RRS）加算の新設

6. ECMO 治療を要する重症患者対応にかかる臨床工学技士
の追加配置への評価

7. 重症度に応じた患者転院搬送業務に対する評価



レジリエンスの高い医療提供体制を目指して
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COVID-19人工呼吸器装着（非ECMO）症例の治療成績

ニューヨーク市のあま
りに悲惨な人工呼吸管
理の成績は、集中治療
専門医以外による管理
が行われ、呼吸器装着
しても、救命できな
かったことを物語って
いる。

日本集中治療医学会など集計

我が国の集中治療のレベルは非常に高い！
しかしながら、集中治療提供体制のキャパシティを超える
と急激に成績が低下する可能性がある。

死亡

生存

【日本】

死亡

生存

【New York】

死亡率
88.1％

死亡率
19.0％

第1波の成績

JAMA 2020



集中治療科専門医が専従するICUは、
治療成績良好で医療費も削減！

集中治療科専門医の重要性は、外科系・内科系ICU問わず、国内外の多数の報告で明白
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有事にも対応できる強靭な集中治療提供体制の構築

●集中治療科専門医以外にも、広い領域の診療科から一定レベルの集中治療を行え
る医師を養成する認定医制度を新たに設けることで、平時にはそれぞれの診療科
に従事し、パンデミックなどでは集中治療科医と共に多くの重症例を診療できる
体制を整える。

●集中治療科専門医・認定医の育成、看護師・臨床工学技士の育成

●遠隔ICU（集中治療科専門医が遠隔支援）の確立

●超広域搬送システムの整備など

●ハコ（空調の見直し、有事に一般病棟をICU化できる整備）、モノの整備など

●日本の集中治療科専門医2,127名、ドイツは8,300名
● OECD 諸国と同等のICUベッド数の整備を行うならば、必要

な集中治療科専門医数は、1万2千人となる。
●米国クリティカルケア認定看護師約9万2千人に対して、日

看協認定の集中ケア認定看護師、急性・重症看護専門看
護師の合計1,536名に過ぎない。

●専従の臨床工学技士がいないICU施設が昼間40%、夜間60%
●国立大学病院・公的病院は、臨床工学技士の配置が少ない。



集中治療医学会専門臨床工学技士の認定制度：日臨工と調整済

認定集中治療関連
臨床工学技士

集中治療医学会
専門臨床工学技士

• 公益社団法人日本臨床工学技士会「認定集中治療
関連臨床工学技士」の資格を有している。

• 特定集中治療室の専任担当者として通算2年以上
勤務している。

• 学術業績（学術集会への参加、発表、論文）
• 倫理研修APRIN受講済、その他研修会クレジット

を一定数保有している
• 認定試験に合格している （案）

集中治療に必要な生命維持管理装置および関連医療
機器の有効性、安全性に関する知識、技術を有して
おり、さらに集中治療専門医と協働して質の高い集
中治療を実践できる。

2021年7月21日
日臨床工学技士会 本間 崇理事長
と面談
全面的な賛同を得て、共同で制度設
計を急ぐことが決定
2022年度中に認定開始目標

目標人数
1,000名程度
（集中治療室に最低1名）



日本集中治療医学会 認証看護師制度(案)：日看協と調整済

制度の必要性
⚫平時から有事に備えて、ICUにおける看護師数を大幅に増加させるのは効率的
ではない。

⚫⽶国クリティカルケア看護師協会（AACN）では、一定のICUでの臨床経験が
ある看護師に試験を⾏い、CCRNという認証を⾏い、9万2000人が取得。
⚫日本でも、ICUに勤務するジェネラリスト向けに、その能⼒を認証
（Qualify）する制度が必要。
⚫認証制度により、ICU外に異動した際にも、実地研修を含む継続教育を受ける
ことで、重症患者に対応可能なスキルを維持することを期待
⚫「集中ケアに強い看護師」の確保と⼈数の把握により、⾮常時にICUへ集約す
ることを可能とし、⾻太の⽅針2021「平時と緊急時で医療体制を迅速かつ柔
軟に切り替える仕組みの構築に⼤きく寄与する。

制度設計

⚫ICU経験5年程度の能⼒を想定。

⚫臨床経験＋研修＋試験にて、本学会が認証を⾏う。

⚫更新時の知識のUpdateを重要視。

⚫医療安全や職場環境に関するものも含め、幅広く学べるようにする。

⚫更新は3年おき、3年間で120時間のICUでの臨床実践

2021年7月9日
日本看護協会 福井トシ子会
長と面談。
全面的な賛同を得た。



医療施設調査(基幹統計)

• 「動態調査」毎月実施：医療施設数、病床数、診療科目などの動向を把握
• 「静態調査」3年ごと実施：診療機能の詳細な調査を実施

調査の目的
病院及び診療所について、その分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医

療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。

集中治療「科」は、基本統計「医療施設
統計」のための「医療施設調査」の43診
療科に含まれていない！

集中治療の担い手の分布及び整
備の実態を把握することは、国家
の危機管理として極めて重要
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医師届出票
多数の科の専門医があるが、集中治療科専門医はない！
厚生労働省の基礎資料である三師調査（医師、歯科医、
薬剤師）の医師はこれに基づいている。
また、2019年に行った医師働き方改革のための調査もこ
れに基づいている行われており、集中治療科専門医の働
き方は調査されていない。





集中治療は救急だけではない！

入院中の急変、
一般病棟で管理困難な重症病態

大手術後、新生児・高
齢者・基礎疾患のある
症例の周術期管理

外傷・熱傷・熱中
症・心筋梗塞・急性
呼吸不全など

集中治療医療体制の充実と維持は、
医療提供体制全般に関わる問題である！

総合ICU
総合ICU

総合的ICU
術後ICU

救命ICU

心疾患（CCU)

小児ICU

その他

ICU



新たなパンデミック、災害、同時多発テロなどのみならず、急激な少子高齢化が
進む中で、命の最後の砦としての集中治療医療提供体制の充実の意義は非常に大
きい。

国家の危機管理として、集中治療「科」を認めて頂き、専門医の育成を促
し、厚労省に「集中治療対策室」を独立した部門として設置し、集中治療
体制の充実を計画的に行って頂くことが極めて重要と考える。

厚生労働省に「集中治療医療対策室」の設置

●現状では、集中治療に関する案件は「救急・周産期医療等対策室」の中で扱われ、本来な
ら、集中治療医学会と協議して頂く案件が必ずしも適切な討議と運用がなされていない。

●集中治療は、救急患者のみならず、高度周術期管理やすべての診療科の重症患者を収容し、
救命し社会復帰させることを目的としており、救急医療体制の枠組みだけで考えるべきでは
ない。

●集中治療体制を充実するためには、ハコ・ヒト・モノに関わる様々な問題があり、多面的
かつ計画的な整備が必要。

●日本集中治療医学会では、「我が国の集中治療医療提供体制を強靭化するための提言」を、
日本の医療制度の枠組みにあった形で提案書を作成している。

●2024～2029年度の第8次医療計画から「新興感染症対策」を追加し、「平時の取り組み」
と「感染拡大時の取り組み」を分けた対策を想定。⇒集中治療の専門家の意見



我が国の集中治療医療提供体制を強靭化するための提言書



――COVID-19 を機に，集中治療に対する関心はかつてないほど高まっている
ようにみえます。

西田：集中治療の始まりは，ポリオの大流行があった1950 年代のデンマー
ク・コペンハーゲンであったとされています。
COVID-19 の危機に対して「命の最後のとりで」であるICU を全力で守ると同
時に，日本の集中治療体制が抱える問題点を洗い出し，その再構築を図って
いきたいと考えています。

https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2020/PA03380_01



⚫ 日本集中治療医学会の活動と将来の展望について述べた。

⚫ 理事長就任時に挙げた本学会の12の課題に留まらず、さらに多くの課題に取
り組み着実に成果を挙げてきている。

⚫ COVID-19の対応に尽力されている会員の皆様の献身的なご活躍により、「集中
治療」の重要性が認知されるようになりましたが、必ずしも本学会に追い風が
吹いている状況ではない。

⚫ 「集中治療」の正しい理解を啓発し、本学会が社会・国民に対して如何に貢献
できるかを明確に打ちだすことが重要。

⚫ 集中治療専門医と専門教育を受けたメディカルスタッフで構成される多職種
チームで行う「集中治療の存在意義」をアピールし、第8次医療計画の枠組み
に、本学会が参画することが本邦のより良い医療提供体制構築のためにも重要。

日本集中治療医学会の活動と将来の展望

本学会ならではの企画・活動を行いながら、行政・関係諸団体とのコ
ミュニケーション、ロビー活動を今後も積極的に継続して参ります。
会員諸氏の皆様の臨床でのご尽力はもとより身近なところでの啓発活動
を何卒宜しくお願い申し上げます。


